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第１編 共 通 編

第１章 総 則

第１節 総 則

１－１－１ 適 用

１．港湾工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、港湾工事、港湾

海岸工事その他これらに類する工事（以下「工事」という。）に係る、工事

請負契約約款（以下「契約約款」という。）及び設計図書の内容について、

統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契

約の適正な履行の確保を図るためのものである。

２．受注者は、共通仕様書の適用にあたっては、「請負工事監督・検査事務処

理要領」（以下「事務処理要領」という。）に従った監督・検査体制のもと

で、建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体

制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督・検査（完成検査

・既済部分検査等）にあたっては、予算決算及び会計令（昭和22年4月30日

勅令第165号）（以下「予決令」という。）第101条の3及び4に基づくもので

あることを認識しなければならない。

３．契約書に添付されている図面、特記仕様書（工事数量総括表を含む）、現

場説明書（入札説明書を含む）及び現場説明に対する質問回答書に記載され

た事項は、この共通仕様書に優先する。

４．SI単位

設計図書は、SI単位を使用するものとする。なお、SI単位と非SI単位が併

記されている場合は（ ）内を非SI単位とする。

第１編共通編 第１章総則
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第２章 材 料

第１節 適 用

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、こ

の共通仕様書に示す規格に適合したもの、又はこれらと同等品以上の品質を有

しなければならない。なお、受注者が同等品以上の品質を有するものとして、

外国で生産された建設資材を用いる場合は、外国産資材の品質審査・証明事業

を実施する機関が発行する外国産資材品質審査証明書（以下「外国産資材品質

審査証明書」という。）あるいは、海外建設資材品質審査・証明事業を実施す

る機関が発行する海外建設資材品質審査証明書（以下「海外建設資材品質審査

証明書」という。）を材料の品質を証明する資料とすることができる。

ただし、監督員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料に

ついては除くものとする。また、ＪＩＳ規格が定まってない建設資材のうち、

海外のＪＩＳマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、

外国産資材品質審査証明書あるいは、海外建設資材品質審査証明書を提出しな

ければならない。ただし、ＪＩＳマーク表示認証外の製品として生産・納入さ

れている建設資材については、外国産資材品質審査証明書、海外建設資材品質

審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を提出する

ものとする。

第２節 土

２－２－１ 一般事項

１．工事に使用する材料の種類、品質及び形状寸法は、設計図書の定めによる

ものとする。

２．浚渫土砂等を使用する場合の採取区域、深度等は、設計図書の定めによる

ものとする。なお、受注者は、設計図書に採取場所の指定がない場合、施工

に先立ち使用する材料の試験成績表及び産地を明示した書類を監督員に提出

し、承諾を得なければならない。

３．土の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等）を使

用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」の改訂に

ついて（平成24年3月30日）を参考にするものとし、「コンクリート用骨材

又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会

総合報告書（経済産業省産業技術環境局 平成24年3月）に示された循環資

第１編共通編 第２章材料
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材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の

基準を満足する試験成績表を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

第３節 石 材 等

２－３－１ 一般事項

工事に使用する砂及び砕石は、異物の混入のないものでなければならない。

２－３－２ 砂

１．敷砂、改良杭及び置換に使用する砂は、｢図２－１使用砂の粒径加積曲線｣

に示す範囲で、透水性の良いものでなければならない。なお、シルト含有量

は、設計図書の定めによるものとする。

図２－１ 使用砂の粒径加積曲線

２．本条第１項以外の工事で使用する砂の品質及び形状寸法は、設計図書の定

めによるものとする。

３．受注者は、施工に先立ち試験成績表及び産地を明示した書類を監督員に提

出し、承諾を得なければならない。

４．砂の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ等）を使

用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」の改訂に

ついて（平成24年3月30日）を参考にするものとし、「コンクリート用骨材

又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会

総合報告書（経済産業省産業技術環境局 平成24年3月）に示された循環資

フ
ル
イ
通
過
質
量
百
分
率

（
％

）
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材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「地盤改良

工、土工」の 基準を満足する試験成績表を監督員に提出し、承諾を得なけ

ればならない。

２－３－３ 砂利、砕石

１．工事に使用する砂利、砕石の品質及び形状寸法は、設計図書の定めによる

ものとする。

２．受注者は、施工に先立ち試験成績表及び産地を明示した書類を監督員に提

出し、承諾を得なければならない。

３．砂利・採石の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ

等）を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」

の改訂について（平成24年3月30日）を参考にするものとし、「コンクリー

ト用骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関す

る検討会総合報告書（経済産業省産業技術環境局 平成24年3月）に示され

た環境資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の

「土工」の基準を満足する試験成績表を監督員に提出し、承諾を得なければ

ならない。

２－３－４ 石

１．工事に使用する石は、「JIS A 5006 割ぐり石」に適合しなければならな

い。なお、ＪＩＳに規定する割ぐり石の原石には、「これらに準じる岩石」

として鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材（以下、「人工石材」と称する。）

を含むものとする。ただし、軟石は使用してはならない。

２．石は、偏平細長でなく、風化凍壊の恐れのないものでなければならない。

３．石の比重及び規格等は、設計図書の定めによるものとする。

４．受注者は、施工に先立ち石の比重の試験成績表及び産地を明示した書類を

監督員に提出し、承諾を得なければならない。

なお、準砿石及び人工石材を使用する場合は、設計図書の定めによる基準

を満足する試験成績表を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

５．設計図書の定めにより、鉄鋼スラグ水和固化体製人工石材を使用する場合

は、「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」の改訂について（平

成24年3月30日）を参考にするものとし、「コンクリート用骨材又は道路用

等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会総合報告書

（経済産業省産業技術環境局 平成24年3月）に示された循環資材の主な用

途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「基礎工、本体工、被
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覆・根固・消波工、裏込・裏埋工（港湾工事）」の基準を満足する試験成績

表を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

第４節 骨 材

２－４－１ 一般事項

道路用砕石、コンクリート用砕石及びコンクリート用スラグ骨材は、以下の

規格に適合しなければならない。

JIS A 5001 「道路用砕石」

JIS A 5005 「コンクリート用砕石及び砕砂」

JIS A 5011-1「コンクリート用スラグ骨材 (高炉スラグ骨材)」

JIS A 5011-2「コンクリート用スラグ骨材 (フェロニッケルスラグ骨材)」

JIS A 5011-3「コンクリート用スラグ骨材 (銅スラグ骨材）」

JIS A 5011-4「コンクリート用スラグ骨材 (電気炉酸化スラグ骨材)」

JIS A 5015 「道路用鉄鋼スラグ」

JIS A 5021 「コンクリート用再生骨材H」

なお、骨材の代替としてスラグ類（鉄鋼スラグ、非鉄スラグ、溶融スラグ

等）を使用する場合は、「港湾・空港等整備におけるリサイクル技術指針」の

改訂について（平成24年3月30日）を参考にするものとし、「コンクリート用

骨材又は道路用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討

会総合報告書（経済産業省産業技術環境局 平成24年3月）に示された循環資

材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「コンクリー

ト工、コンクリート製品又は舗装工」の基準を満足する試験成績表を監督員に

提出し、承諾を得なければならない。

２－４－２ セメントコンクリート用骨材

１．粗骨材の最大寸法は、設計図書の定めによるものとする。

２．細骨材及び粗骨材の粒度分布は、「表２－１細骨材及び粗骨材の粒度の範

囲」によらなければならない。
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表２－１ 細骨材及び粗骨材の粒度の範囲

ふるいを通るものの質量百分率 ％

骨材の種類 ふ る い の 呼 び 寸 法 mm

50 40 30 25 20 15 10 ５ 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15

100 95～ 35～ 10～ ０～
最 40

100 70 30 ５
大

100 95～ 30～ ０～ ０～
砂利 寸 25

100 70 10 ５
法

100 90～ 20～ ０～ ０～
mm 20

100 55 10 ５

100 90～ 80～ 50～ 25～ 10～ ２～
砂

100 100 90 65 35 10

注１）高炉スラグ粗骨材は、ふるいの呼び寸法 2.5mmは適用しない。

注２）砕砂及び高炉スラグ砕砂は、ふるいの呼び寸法 0.15mmは、ふるいを

通るものの質量百分率を２～15％とすることができる。

表２－２ 砂利及び砂の品質

品 質 項 目 砂 利 砂

粘土塊量 ％ 0.25以下 1.0 以下

微粒分量試験で失われる量 ％ 1.0 以下 3.0 以下

有機不純物 標準色液の色よ
りも濃くないこ
と

柔らかい石片 ％ 5.0 以下

石炭・亜炭等で比重1.95の液体に浮くもの％ 0.5 以下 0.5 以下

塩化物量 ％ 0.04以下

（１）｢表２－２砂利及び砂の品質｣の表中、微粒分量試験で失われる量（砂

3.0％以下）は、コンクリートの表面がすりへり作用を受けない場合は、

5.0％以下とすることができる。また、石炭、亜炭等で比重 1.95の液体

に浮くもの（砂、0.5％以下）は、コンクリートの外観が特に重要でない
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場合、5.0％以下とすることができる。

（２）「表２－２砂利及び砂の品質」の表中、粘土塊の試験に用いる材料は、

「JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法」による骨材の微粒分量試験の試

験後に、ふるいに残存したものから採取しなければならない。

（３）「表２－２砂利及び砂の品質」の表中、塩化物量は絶乾質量に対し、

NaCl換算した値である。

（４）JIS A 5005及びJIS A 5011-1、JIS A 5011-2、JIS A 5011-3及びJIS A

5011-4の中で、細骨材として砕砂、高炉スラグ細骨材、フェロニッケルス

ラグ細骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグを使用する場合、微粒分

量試験で失われる量の限度はそれぞれ次によることができる。

舗装版及びコンクリートの表面がすりへり作用を受ける場合：5.0％

その他の場合：7.0％

（５）JIS A 5011-1の中で「高炉スラグ粗骨材」（Ｌ、Ｎ）のうち、Ｌが使用

できるのは「耐凍害性が重要視されず、かつ、設計基準強度が 21Ｎ/mm２｣

の場合に限る。

３．細骨材に海砂を使用する場合は、第１編２－17－１一般事項に示すコンク

リートの全塩化物イオン量の許容値を満足するように水洗いしなければなら

ない。

４．化学的・物理的に不安定な骨材は、使用してはならない。 ただし、やむ

を得ずこれを使用する場合、施工に先立ち設計図書に関して監督員の承諾を

得なければならない。

５．骨材の試験方法は、「表２－３骨材の試験方法」によらなければならない。
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表２－３ 骨材の試験方法

試 験 項 目 試 験 方 法

粒 度 JIS A 1102

細骨材は、JIS A 1109
比 重 及 び 吸 水 量

粗骨材は、JIS A 1110

粘 土 塊 含 有 量 JIS A 1137

微 粒 分 量 試 験 で 失 わ れ る 量 JIS A 1103

比重1.95の液体に浮くものの量 JIS A 1141

や わ ら か い 石 片 の 含 有 量 JIS A 1126

有 機 不 純 物 の 量 JIS A 1105

安 定 性 （ 耐 久 性 ） JIS A 1122

JIS A 5308 付属書１
海 砂 の 塩 分 含 有 量

JIS A 5002

す り へ り 減 量 JIS A 1121

骨材のアルカリシリカ反応性試験
JIS A 1145

（ 化 学 法 ）

骨材のアルカリシリカ反応性試験
JIS A 1146

（ モ ル タ ル バ ー 法 ）

２－４－３ 路 盤 材

１．下層路盤（粒状路盤）及び上層路盤（粒度調整路盤）に使用する材料は、

次によらなければならない。

（１）下層路盤材料の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

また、最大粒径は、設計図書に定めのない場合 50mm以下とすることが

できる。

（２）上層路盤材料の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

また、最大粒径は、設計図書に定めのない場合 40mm以下とすることが

できる。

（３）上層路盤の粒度調整路盤材料は、「表２－４粒度調整路盤材料の粒度分

布」に示す範囲でなければならない。

（４）砕石及び切込砕石は、「JIS A 5001 道路用砕石」に適合しなければな

らない。

第１編共通編 第２章材料

1-2-8

（５）スラグは、「JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグ」に適合しなければならな

い。

表２－４ 粒度調整路盤材料の粒度分布

ふるいを通るものの質量百分率（％）
ふるい目の開き

最大25mmの場合 最大30mmの場合 最大40mmの場合

53 mm － － 100

37.5 mm － 100 95～100

31.5 mm 100 95～100 －

26.5 mm 95～100 － －

19 mm － 60～90 60～90

13.2 mm 55～85 － －

4.75mm 30～65 30～65 30～65

2.36mm 20～50 20～50 20～50

425 μｍ 10～30 10～30 10～30

75 μｍ 2～10 2～10 2～10

２．受注者は、設計図書に定めのある場合、再生材料を使用しなければならな

い。

２－４－４ アスファルトコンクリート用骨材

１．工事に使用する骨材の種類及び最大粒径は、設計図書の定めによるものと

する。

２．骨材の粒度分布は、「表２－５骨材の粒度分布」に示す範囲でなければな

らない。
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表２－５ 骨材の粒度分布

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
粗粒度 密粒度 細粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 密粒度 開粒度

混合物の アスフ アスファルト アスフ ギャップ アスファルト ギャップ アスファ ギャップ アスフ
ァルト 混合物 ァルト アスファ 混合物 アスファ ルト アスファ ァルト

種 類 混合物 混合物 ルト ルト 混合物 ルト 混合物
混合物 混合物 混合物

(20) (20) (13) (13) (13) (20F) (13F) (13F) (13F) (13F) (13)

仕上り厚
４～６ ４～６ ３～５ ３～５ ３～５ ４～６ ３～５ ３～５ ３～４ ３～５ ３～４

（㎝）
最大粒径

20 20 13 13 13 20 13 13 13 13 13
（mm）
26.5 mm 100 100 100

通 19 mm 95～ 100 95～100 100 100 100 95～100 100 100 100 100 100
過 13.2 mm 70 ～90 75～ 90 95～100 95～100 95～100 75～95 95～100 95～100 95～100 95～100 95～100
質 4.75 mm 35 ～55 45～ 65 55～70 65～80 35～55 52～72 60～80 75～90 45～65 23～45
量 2.36 mm 20 ～35 35 ～50 50～65 30～45 40～60 45～65 65～80 30～45 15～30
百 600 μm 11 ～23 18 ～30 25～40 20～40 25～45 40～60 40～65 25～40 8～20
分 300 μm 5 ～16 10 ～21 12～27 15～30 16～33 20～45 20～45 20～40 4～15
率 150 μm 4 ～12 6 ～16 8～20 5～15 8～21 10～25 15～30 10～25 4～10
％ 75 μm 2 ～7 4 ～8 4～10 4～10 6～11 8～13 8～15 8～12 2～7

３．粗骨材及び細骨材は、十分な硬度及び耐久性を有し、ごみ、泥、有機物等

の有害物を含んではならない。

４．スクリーニングスは、「JIS A 5001 道路用砕石」に適合しなければなら

ない。

５．受注者は、設計図書に定めのある場合、再生材料を使用しなければならな

い。

２－４－５ フィラー

１．フィラーは、石灰岩、火成岩等を粉砕したもので、十分乾燥し、固まりも

なく 200℃に熱しても変質しないものでなければならない。なお、石灰石の

フィラーを使用する場合は、｢JIS A 5008 舗装用石灰石粉｣に適合しなけれ

ばならない。

２．フィラーの粒度は、「表２－６フィラーの粒度分布」に示す値でなければ

ならない。

３．フィラーに含まれる水分は、１％以下とする。

４．フィラーの比重は、2.6以上とする。
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表２－６ フィラーの粒度分布

ふるい目（μｍ） ふるい通過質量百分率（％）
粒

600 100

150 90以上
度

75 70以上

２－４－６ 安定処理路盤材

セメント及び加熱アスファルト安定処理路盤に使用する材料は、設計図書の

定めによるものとする。

第５節 木 材

２－５－１ 一般事項

工事に使用する木材は、有害な腐れ、割れ等の欠陥のないものでなければな

らない。

第６節 鋼 材

２－６－１ 一般事項

１．工事に使用する鋼材は、さび、腐れ等変質のないものでなければならな

い。

２．受注者は、鋼材をじんあいや油類等で汚損しないようにするとともにシー

ト等で腐食対策をしなければならない。

２－６－２ 鋼矢板及び鋼杭

１．鋼矢板及び鋼杭は、以下の規格に適合しなければならない。

JIS A 5523「溶接用熱間圧延鋼矢板」

JIS A 5525「鋼管ぐい」

JIS A 5526「Ｈ形鋼ぐい」

JIS A 5528「熱間圧延鋼矢板」

JIS A 5530「鋼管矢板」

２．鋼矢板及び鋼杭の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるもの

とする。
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２－６－３ 鋼板及び形鋼等

鋼板及び形鋼は、以下の規格に適合しなければならない。

JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」

JIS G 3192「熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差」

JIS G 3193「熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差」

JIS G 3194「熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差」

２－６－４ 棒 鋼

１．工事に使用する鉄筋の種類、材質及び形状寸法は設計図書の定めによるも

のとする。

２．普通棒鋼及び異形棒鋼は、以下の規格に適合しなければならない。

JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」

JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」

JIS G 3117「鉄筋コンクリート用再生棒鋼」

JIS G 3191

「熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状，寸法及び質量並びにその許容差｣

２－６－５ 控 工

１．腹 起 し

（１）腹起し（付属品を含む。）の材質及び形状寸法は、設計図書の定めによ

るものとする。

（２）鋼板及び形鋼は、「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材」に適合しなけれ

ばならない。

２．タイロッド

（１）タイロッドの材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

なお、受注者は、製作に先立ちタイロッド及び付属品の図面を監督員

に提出しなければならない。

（２）高張力鋼は、「表２－７高張力鋼の機械的性質」に適合しなければなら

ない。

（３）高張力鋼以外の鋼材は、｢JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材の３及び４｣

に適合しなければならない。

（４）タイロッドの製造方法は、アプセット方法によらなければならない。

（５）タイロッドの本体と付属品の各部材を組み合わせた場合の引張強度は、

本体の棒径部の引張強度の規格値以上でなければならない。
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表２－７ 高張力鋼の機械的性質

種 類 降伏点応力 Ｎ/mm２ 引張強度 Ｎ/mm２ 伸び ％

高張力鋼 490 325以上 490以上 22以上

〃 590 390以上 590以上 21以上

〃 690 440以上 690以上 19以上

〃 740 540以上 740以上 17以上

注）応力度は特性値を示す

３．タイワイヤー

（１）タイワイヤーの材質、形状寸法及び引張強度は、設計図書の定めによる

ものとする。

（２）受注者は、製作に先立ち、種類、呼び名、ヤング係数、断面積、単位質

量、破断強度、降伏点応力等の規格値を監督員に提出し、承諾を得なけれ

ばならない。

（３）タイワイヤーの化学成分は、「JIS G 3502 ピアノ線材」又は「JIS G

3506 硬鋼線材」に適合しなければならない。

（４）タイワイヤーの機械的性質は、「JIS G 3536 PC鋼線及びPC鋼より線」

又は「JIS G 3521 硬鋼線」に適合しなければならない。

（５）本体の鋼材は、被覆材を用いて、連続して防せい（錆）加工を行わなけ

ればならない。

（６）定着具付近の被覆材は、定着具とラップし、かつ、十分な水密性を保た

なければならない。

（７）定着具の先端は、端部栓等を用いて、十分な水密性を保たなければなら

ない。

（８）定着具は、ナット締めでなければならない。なお、ねじ切り長さに余裕

を持ち、取り付ける際に長さの調節が可能なものを用いなければならない。

（９）受注者は、付属品の製作に先立ち、図面を監督員に提出しなければなら

ない。

（10）タイワイヤーの本体及び定着具を組み合わせた引張強度は、本体の鋼線

部の引張強度の規格値以上でなければならない。

４．支保材の種類及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。
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２－６－６ コンクリート舗装用鋼材

１．ダウエルバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼（SR235)」又は

「JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材（SS400)」に適合しなければならない。

なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

２．タイバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼（SD295A)」に適合

しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

３．チェアーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼（SR235, SD295A)」

又は「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼(SRR235, SDR295)」に適合

しなければならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

４．クロスバーは、「JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼（SD295A）」又は

「JIS G 3117 鉄筋コンクリート用再生棒鋼（SDR295）」に適合しなければ

ならない。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

５．鉄網は、「JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子」に適合しなければならな

い。なお、形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

第７節 セメント及び混和材料

２－７－１ セメント

１．工事に使用するセメントの種類は、設計図書の定めによるものとする。

２．セメントは、次の規格に適合しなければならない。

JIS R 5210 「ポルトランドセメント」

JIS R 5211 「高炉セメント」

JIS R 5212 「シリカセメント」

JIS R 5213 「フライアッシュセメント」

JIS R 5214 「エコセメント」

２－７－２ 混和材料

１．工事に使用する混和材料の種類は、設計図書の定めによるものとする。

２．混和材のフライアッシュは、｢JIS A 6201 コンクリート用フライアッシ

ュ」に適合しなければならない。

３．混和材の高炉スラグ微粉末は、「JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ

微粉末」に適合しなければならない。

４．混和材のコンクリート用膨張材は、｢JIS A 6202 コンクリート用膨張材｣

に適合しなければならない。

５．混和剤のＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤及び高性能ＡＥ減水剤は、「JIS A
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6204 コンクリート用化学混和剤」に適合しなければならない。

６．混和材料は、貯蔵中に分離、変質したものを使用してはならない。

２－７－３ コンクリート用水

１．コンクリートに使用する水は、油、酸、塩類、有機不純物、懸濁物等、コ

ンクリート及び鋼材の品質に悪影響を及ぼす有害な物質を含んではならない。

２．海水は、鉄筋コンクリートの練混ぜ水として使用してはならない。ただし、

やむを得ず無筋コンクリートの練混ぜ水として使用する場合は、施工に先立

ち設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

第８節 セメントコンクリート製品

２－８－１ 一般事項

１．セメントコンクリート製品は、有害なひび割れ等損傷のないものでなけれ

ばならない。

２．セメントコンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩

化物イオン (Ｃl￣)の総量で表すものとし、練りまぜ時の全塩化物イオンは

0.30㎏/ｍ３以下とする。なお、これを超えるものを使用する場合は、設計図

書に関して監督員の承諾を得なければならない。

３．受注者は、セメントコンクリート製品の使用にあたって「アルカリ骨材反

応抑制対策について」（国土交通省大臣官房技術参事官通達、平成14年７月

31日）及び「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土交

通省港湾局環境・技術課長通達、平成14年７月31日）を遵守し、アルカリ骨

材反応抑制対策の適合を確認し、確認した資料を監督員に提出しなければな

らない。

４．セメントコンクリート製品は次の規格に適合しなければならない。

JIS A 5361

「プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則｣

JIS A 5364「プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則」

JIS A 5365「プレキャストコンクリート製品－検査方法及び通則」

JIS A 5371「プレキャスト無筋コンクリート製品」

JIS A 5372「プレキャスト鉄筋コンクリート製品」

JIS A 5373「プレキャストプレストレストコンクリート製品」
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第９節 瀝青材料

２－９－１ 舗装用アスファルト材

１．舗装用石油アスファルトは、「JIS K 2207 石油アスファルト」に規定す

るストレートアスファルトに適合しなければならない。なお、アスファルト

の針入度及び使用量の範囲は設計図書の定めによるものとする。

２．受注者は、設計図書に定めのある場合、再生材料を使用しなければならな

い。

２－９－２ プライムコート及びタックコート

プライムコート及びタックコートに使用する石油アスファルト乳剤は、｢JIS

K 2208 石油アスファルト乳剤」に適合するもので、プライムコートは PK-

3、タックコートは PK-4とし、使用量は設計図書の定めによるものとする。

第10節 芝・樹木等

２－10－１ 一般事項

１．土壌は育成に適したものとし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、ささ根等

の混入及び病害虫等に侵されていないものでなければならない。

２．肥料の種類及び配合は、設計図書の定めによるものとする。

３．土壌改良剤、養生剤は、設計図書の定めによるものとする。

２－10－２ 芝及び種子

１．芝は、土付生芝とし、雑草の混入が少ない短葉で、根筋が繁茂し、枯死す

る恐れがないものでなければならない。

２．使用する芝の種類は、設計図書の定めによるものとする。

３．種子の種類、品質及び配合は、設計図書の定めによるものとする。

２－10－３ 植 木 等

１．樹木は、病害虫のないもので、根が良く発達し、樹形の整った生育良好な

ものとしなければならない。なお、受注者は、樹木は移植又は根回しを行っ

た細根の多い栽培品としなければならない。

２．樹木の種類、樹高、根張り幅、幹周り及び株立本数は、設計図書の定めに

よるものとする。

３．つる性植物及び竹類は、設計図書の定めによるものとする。

４．支柱、その他の材料の種類及び形状寸法は、設計図書の定めによるものと

する。

第１編共通編 第２章材料

1-2-16

第11節 目地材料

２－11－１ 目 地 材

工事に使用する目地材の材質及び形状は、設計図書の定めによるものとする。

２－11－２ コンクリート舗装用目地材

１．目地板は、次によらなければならない。

（１）目地板は、コンクリート版の膨張収縮によく追従するものでなければな

らない。

（２）目地板の種類及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

２．注入目地材は、加熱注入式高弾性タイプでコンクリート版の膨張収縮時の

追従性、コンクリートとの付着性、不水溶性、不透水性、不流動性、耐衝撃

性及び耐久性の優れたものとしなければならない。

第12節 防食材料

２－12－１ アルミニウム合金陽極

１．電気防食は、アルミニウム合金陽極を使用した流電陽極方式によらなけれ

ばならない。

２．防食電流密度及び耐用年数は、設計図書の定めによるものとする。

３．陽極の電流効率は、90％以上とする。なお、受注者は、試験成績表を事前

に監督員に提出しなければならない。

２－12－２ 防食塗装

防食塗装の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

２－12－３ 被覆防食材料

１．被覆防食の種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

２．モルタル被覆に使用する材料は、次によらなければならない。

（１）コンクリートを使用する場合のコンクリートの強度は、設計図書の定め

によるものとする。

（２）モルタル及びコンクリートの品質は、設計図書の定めによるものとする。

（３）スタッドジベル等の規格及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

（４）モルタル被覆に使用する型枠は、次によらなければならない。

① 型枠は、図面に定める被覆防食の形状寸法を正確に確保しなければなら

ない。

② 保護カバーとして残す工法に使用する型枠は、気密性が高く耐食性のす

ぐれた材質のものとする。なお、材質は、事前に監督員の承諾を得なけ
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ればならない。

（５）受注者は、施工に先立ちペトロラタム被覆の保護カバーの材質について、

監督員の承諾を得なければならない。

第13節 防 舷 材

２－13－１ ゴム防舷材

１．防舷材に使用するゴムは、次によるものとする。

（１）ゴムは、カーボンブラック配合の天然若しくは合成ゴム又はこれらを混

合した加硫物でなければならない。

（２）ゴムは、耐老化性、耐海水性、耐オゾン性、耐摩耗性等を有しなければ

ならない。

（３）ゴムは、均質で、異物の混入、気泡、きず、き裂及びその他有害な欠点

がないものでなければならない。

２．取付用鉄板内蔵型防舷材は、鉄板とゴム本体部を、強固に加硫接着し、鉄

板が露出しないようゴムで被覆しなければならない。

３．ゴムの物質的性質は、次によらなければならない。

（１）ゴムの物理的性質は、「表２－８ゴムの物理的性質」の規格に適合しな

ければならない。「表２－８ゴムの物理的性質」によりがたい場合は、設

計図書の定めによるものとする。

（２）物理試験は、「表２－８ゴムの物理的性質」の試験項目を「JIS K 6250

ゴム－物理試験方法通則」「JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引

張特性の求め方」「JIS K 6253-3 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求

め方-（デュロメータ硬さ）」「JIS K 6257：1993 加硫ゴムの老化試験方

法」「JIS K 6259 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－耐オゾン性の求め方」に

よって行わなければならない。なお、硬さ、老化及び耐オゾン性試験は、

次の方法によらなければならない。

硬さ試験(JIS K 6253-3) デュロメータ硬さ試験（タイプＡ）

老化試験(JIS K 6257：1993) ノーマルオーブン法

試験温度 ：70±１℃

+0試験時間 ：96 時間-2
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耐オゾン試験（JIS K 6259） オゾン濃度：50±5pphm

試験温度 ：40±2℃

試験時間 ：72時間

伸 度 ：20±2％伸長

表２－８ ゴムの物理的性質

試 験 項 目 基 準 値 試 験 規 格

引 張 強 さ 加熱前値の80%以上 JIS K 6251
進老化

伸 び 加熱前値の80%以上 JIS K 6251
試験

硬 さ 加熱前値の＋８を超えないこと JIS K 6253-3

耐ｵｿﾞﾝ性 静的オゾン劣化 72時間後に目視で、き裂発生がないこと JIS K 6259

４．ゴム防舷材の耐久性は次の性能を有するものとする。耐久性を有すること

について、受注者は,ゴム防舷材耐久性証明事業を実施する機関の証明書を

事前に監督員に提出し、承諾を得なければならない。

耐久性：市販されている形状・性能等級が同等な最小サイズ以上の防舷材を

用い、最大150秒間隔でメーカーの定める標準歪率まで3,000回の繰

り返し圧縮試験を実施してもクラックや欠陥がないこと。

５．防舷材の取付金具の種類、材質及び形状寸法は、設計図書の定めによるも

のとする。

第14節 係 船 柱

２－14－１ 係 船 柱

１．係船柱及び付属品の材質は、「表２－９係船柱及び付属品の材質」の規格

に適合しなければならない。

２．頭部穴あき型係船柱の中詰コンクリートは、上部コンクリートと同品質で

なければならない。
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表２－９ 係船柱及び付属品の材質

名 称 材 質

係船柱本体 JIS G 5101 SC450

アンカーボルト JIS G 3101 SS400

六角ナット JIS B 1181 並３級、4T

平座金 JIS B 1256 並丸、鋼

JIS G 3101 SS400 又は
アンカー板

JIS G 5101 SC450

第15節 車止め・縁金物

２－15－１ 車止め・縁金物

１．車止めの材質、形状寸法及び配置は、設計図書の定めによるものとする。

２．鋼 製

（１）車止め及び付属品の材質は、｢JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材(SS400)｣

に適合しなければならない。なお、材質は、「表２－10車止め及び付属品

の材質規格」に示すものでなければならない。

（２）コンクリートは、上部コンクリートと同品質のものでなければならない。

（３）塗料について、新設の場合は、第１編５－17－４車止・縁金物工、第１

編５－23－２維持塗装工の規定によるものとする。なお、これにより難い

場合は、監督員の承諾を得なければならない。

表２－10 車止め及び付属品の材質規格

名 称 規 格

車 止 め JIS G 3193 鋼板

ア ン グ ル JIS G 3192 等辺山形鋼

基 礎 ボ ル ト JIS B 1178 Ｊ形

六 角 ナ ッ ト JIS B 1181 並３、７H 、４T

３．そ の 他

鋼製以外の車止めは、設計図書の定めによるものとする。
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第16節 マ ッ ト

２－16－１ アスファルトマット

１．マットの厚さ、強度、補強材及びアスファルト合材の配合は、設計図書の

定めによるものとする。

２．吊上げ用ワイヤーロープは、脱油処理されたものとし、滑り止め金具を取

り付けなければならない。

３．受注者は、製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書を監督員に提出

し、承諾を得なければならない。

２－16－２ 繊維系マット

繊維系マットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マット

の厚さ、伸び、引裂、引張強度及び縫製部の引張強度は、設計図書の定めに

よるものとする。

２－16－３ 合成樹脂系マット

合成樹脂系マットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マ

ットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造は、設計図書の定めによるもの

とする。

２－16－４ ゴムマット

ゴムマットは、耐腐食性に富むものでなければならない。また、マットの

厚さ、硬度、伸び、引裂、引張強度及び構造は、設計図書の定めによるもの

とする。

第17節 コンクリート

２－17－１ 一般事項

１．受注者はコンクリートの使用にあたって「アルカリ骨材反応抑制対策につ

いて｣(国土交通省大臣官房技術参事官通達、平成14年７月31日）及び「アル

カリ骨材反応抑制対策について」の運用について（国土交通省港湾局環境・

技術課長通達、平成14年７月31日）を遵守し、アルカリ骨材反応抑制対策の

適合を確認し、確認した資料を監督員に提出しなければならない。

２．受注者は、コンクリートの使用にあたって、以下に示す許容塩化物量以下

のコンクリートを使用しなければならない。

（１）コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イ

オン（C l - ）の総量で表すものとする。

（２）練混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物イオン量は、0.30㎏/ｍ３以
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下とする。

２－17－２ レディーミクストコンクリート

１．コンクリートの種類及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

２．受注者は、コンクリートの製造に先立ち、配合計画書を監督員に提出しな

ければならない。

２－17－３ コンクリートミキサー船

１．コンクリートの品質又は配合の指定事項は、設計図書の定めによるものと

する。

２．受注者は、施工に先立ち指定事項に基づき示方配合を定めなければならな

い。また、配合計画書を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

３．受注者は、試験練りの実施について、監督員が指示した場合、試験練りを

行い、その試験結果を監督員に提出しなければならない。

２－17－４ 現場練りコンクリート

１．コンクリートは、規定の強度、耐久性、水密性及び鋼材を保護する性能等

を持ち、品質のばらつきの少ないものでなければならない。

２．コンクリートの品質又は配合の指定事項は、設計図書の定めによるものと

する。

３．受注者は、施工に先立ち指定事項に基づき示方配合を定めなければならな

い。また、配合計画書を監督員に提出し、承諾を得なければならない。

４．受注者は、試験練りの実施について、監督員が指示した場合、試験練りを

行い、その試験結果を監督員に提出しなければならない。

２－17－５ 暑中コンクリート

１．コンクリートの種類及び品質は、第１編２－17－２レディーミクストコン

クリート、第１編２－17－３コンクリートミキサー船及び第１編２－17－４

現場練りコンクリートの規定によるものとする。

２．コンクリートに使用する各材料の貯蔵温度は、できるだけ低くなるように

しなければならない。

３．減水剤及びAE減水剤は、「JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤」に適

合する遅延形を標準とする。ただし、受注者は、高性能減水剤等の特殊な混

和剤を使用する場合、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。

４．遅延剤及び流動化剤等を使用する場合は、土木学会JSCE-D101によるもの

とし、遅延剤を使用する場合には使用したコンクリートの品質を確認し、そ
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の使用方法添加量等について施工計画書に記載しなければならない。

５．受注者は、所要の強度及びワーカビリティーが得られる範囲内で、単位水

量及び単位セメント量をできるだけ少なくしなければならない。

２－17－６ 寒中コンクリート

１．コンクリートの種類及び品質は、第１編２－17－２レディーミクストコン

クリート、第１編２－17－３コンクリートミキサー船及び第１編２－17－４

現場練りコンクリートの規定によるものとする。

２．受注者は、骨材が凍結又は氷雪の混入している状態のものを使用してはな

らない。

３．受注者は、材料を加熱する場合、セメントを直接加熱せず水又は骨材を加

熱しなければならない。骨材の加熱方法は、一様な温度で、かつ、過度に乾

燥しない方法でなければならない。

４．受注者は、高性能減水剤、高性能AE減水剤、防凍・耐寒剤などの特殊な混

和剤を使用する場合、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければな

らない。

５．受注者は、寒中コンクリートに、AEコンクリートを使用しなければならな

い。

６．受注者は、初期凍害を防止するため、所要のワーカビリティーが保てる範

囲内で、単位水量を低減したコンクリートの配合設計をしなければならない。

２－17－７ 水中コンクリート

１．コンクリートの種類及び品質は、第１編２－17－２レディーミクストコン

クリート、第１編２－17－３コンクリートミキサー船及び第１編２－17－４

現場練りコンクリートの規定によるものとする。

２－17－８ 袋詰コンクリート

１．コンクリートの種類及び品質は、第１編２－17－２レディーミクストコン

クリート、第１編２－17－３コンクリートミキサー船及び第１編２－17－４

現場練りコンクリートの規定によるものとする。

２．使用する袋の材質及び大きさは設計図書の定めによるものとする。

３．受注者は、有害物の付着した袋を使用してはならない。
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２－17－９ 水中不分離性コンクリート

１．水中不分離性混和剤は、土木学会規準「コンクリート用水中不分離性混和

剤品質規格」（以下「品質規格」という。）に適合しなければならない。

なお、受注者は、｢品質規格」以外の混和剤を使用する場合、混和剤が

「品質規格」の許容値を満足する品質であることを確認し、施工に先立ち設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

２．混 和 剤

（１）減水剤及びＡＥ減水剤は、「JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤」

に適合、かつ、水中不分離性混和剤と併用してコンクリートに悪影響を及

ぼさないものでなければならない。

（２）高性能減水剤は、土木学会規準「コンクリート用流動化剤品質基準」に

適合し、かつ、水中不分離性混和剤と併用してもコンクリートに悪影響を

及ぼさないものでなければならない。

（３）受注者は、（１）及び（２）以外の混和剤を使用する場合、混和剤の品

質を確認し、使用方法を十分に検討のうえ設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。

３．混 和 材

（１）フライアッシュは、「JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ」に

適合しなければならない。

（２）高炉スラグ微粉末は、｢JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末｣

に適合しなければならない。

（３）受注者は、（１）及び（２）以外の混和材を使用する場合、混和材の品

質を確認し、使用方法を十分に検討のうえ設計図書に関して監督員の承諾

を得なければならない。

４．設計基準強度、スランプフロー及び粗骨材の最大寸法は、設計図書の定め

によるものとする。

５．受注者は、コンクリートが所要の水中不分離性、強度、流動性及び耐久性

を持つように、水中不分離性コンクリートの配合を試験によって定め、監督

員の承諾を得なければならない。

６．受注者は、設計基準強度及びコンクリートの品質の変動を考慮し、水中不

分離性コンクリートの配合強度を定めなければならない。

７．試験練り

（１）受注者は、施工に先立ち工事で使用する材料を用い、水中不分離性コン
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クリートの試験練りを実施しなければならない。

（２）受注者は、試験練りで次の項目を測定しなければならない。

① 練上り状態

② スランプフロー

③ 空 気 量

④ コンクリート温度

⑤ 圧縮強度及び水中気中強度比

２－17－10 プレパックドコンクリート

１．注入モルタルは、規定の流動性を有し、材料の分離が少なく、かつ、規定

の強度、耐久性及び水密性及び鋼材を保護する性能を有するコンクリートが

得られるものでなければならない。

２．細骨材の粒度分布は、「表２－11細骨材の粒度の規定」によるものとし、

粗粒率は、1.4～ 2.2の範囲とする。

表２－11 細骨材の粒度の規定

ふるいの呼び寸法（mm） ふるいを通るものの質量百分率（％）

2.5 100

1.2 90～100

0.6 60～ 80

0.3 20～ 50

0.15 5～ 30

３．細骨材の粗粒率が、注入モルタルの配合を定めた場合の粗粒率に比べて

0.1以上の変化を生じた場合は、配合を変えなければならない。

４．粗骨材の最小寸法は 15mmとし、最大寸法は、設計図書の定めによるもの

とする。

５．注入モルタルの示方配合は、設計図書の定めによるものとする。

６．受注者は、事前に現場配合書を監督員に提出し、承諾を得なければならな

い。

２－17－11 コンクリート舗装

１．コンクリートの強度は、設計図書の定めによるものとする。

２．コンクリートの品質は、設計図書に定めのない場合、次によるものとする。
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（１）粗骨材の最大寸法は、40㎜とする。

（２）スランプは、2.5㎝又は沈下度 30秒とする。ただし、受注者は、やむを

得ず手仕上げ又は簡易な機械による施工を行う場合、設計図書に関して監

督員の承諾を得てスランプ 6.5㎝を使用できる。

（３）空気量は、4.5％とする。

第18節 アスファルトコンクリート

２－18－１ アスファルト舗装

１．エプロン舗装に使用する加熱アスファルト混合物は、「表２－12マーシャ

ル試験に対する表層及び基層の基準値」に示す基準値に適合しなければなら

ない。なお、突固め回数75回の欄は、設計荷重のタイヤ接地圧が 0.7MPa以

上､若しくは大型交通が特に多くわだち掘れが生じる場合に適用する。

表２－12 マーシャル試験に対する表層及び基層の基準値

用 途 表 層 用 基 層 用

マーシャル安定試験
50回 75回 50回 75回

突 固 め 回 数

マーシャル安定度（kＮ) 4.90 以上 8.80 以上 4.90 以上 8.80 以上

フ ロ ー 値 (1/100㎝) 20～40 20～40 15～40 15～40

空 隙 率 （％） 3～5 2～5 3～6 3～6

飽 和 度 （％） 75～85 75～85 65～80 65～85

２．道路舗装に使用する加熱アスファルト混合物のマーシャル試験に対する基

準値は、設計図書の定めによるものとする。

３．受注者は、加熱アスファルト混合物の粒度及びアスファルト量の決定にあ

たっては、設計配合を行い監督員に提出し、承諾を得なければならない。

ただし、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され使用した)が

ある配合設計の場合、又は舗装撤去復旧等簡易なものの場合には、これまで

の実績又は定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合

設計を省略することができる。また、アスファルト混合物事前審査制度の事

前審査で認定された加熱アスファルトを使用する場合は、事前に認定書
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（認定証、混合物総括表）の写しを監督員に提出し、承諾を得なければならな

い。この場合、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する配合設計、試験

成績表の提出は省略できる。

４．受注者は、舗設に先立ち、本条第３項の配合設計により、加熱アスファル

ト混合物のアスファルト量を決定した場合の混合物について混合所で試験練

りを行わなければならない。試験練りの結果が表２－12に示す基準値と照合

して基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行

わなければならない。

ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合、又は舗装撤去復旧等簡

易なものの場合には、これまでの実績(過去1年以内にプラントから生産され

使用した)又は、定期試験による試験練り結果報告書を監督員が承諾した場

合に限り、試験練りを省略することができる。また、アスファルト混合物事

前審査委員会の事前審査で認定された加熱アスファルトの使用を監督員が承

諾した場合は、試験練りを省略することができる。

５．加熱アスファルト混合の基準密度は、現場配合により、製造した最初の１

～２日間の混合物から、午前、午後、各々３個の供試体を作成し、次式によ

り求めた供試体の密度の平均値とする。なお、受注者は、基準密度の決定に

ついて、監督員の承諾を得なければならない。

ただし、これまでの実績により基準密度が求められている場合、又は舗装

撤去復旧等簡易なものの場合は、事前に監督員の承諾を得て、基準密度の試

験を省略することができる。

乾燥供試体の空中質量(g)
密度(g/cm３)＝ ×常温の水の密度

供試体の表乾質量(g) －供試体の水中質量(g) （g/cm３）

第19節 そ の 他

２－19－１ ペーパードレーン

１．ドレーン用ペーパー、プラスチックボード等のドレーン材の品質及び形状

寸法は、設計図書の定めによるものとする。

２．受注者は、施工に先立ちドレーン材の試験成績表を監督員に提出し、承諾

を得なければならない。
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２－19－２ 路 盤 紙

路盤紙の品質及び形状寸法は、設計図書の定めによるものとする。

２－19－３ 防砂目地板（裏込・裏埋工）

防砂目地板の材料及び品質は、設計図書の定めによるものとする。

２－19－４ 区画線及び道路標示

１．トラフィックペイントは、「JIS K 5665 路面標示用塗料」に適合しなけ

ればならない。ガラスビーズは「JIS R 3301 路面標示塗料用ガラスビー

ズ」に適合しなければならない。

２．使用する塗料の種類及び使用量は、設計図書の定めによるものとする。

２－19－５ 道路標識

１．標識板は、次によらなければならない。

（１）アルミニウムの標識板は、「JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウ

ム合金の板及び条」に適合しなければならない。

（２）合成樹脂の標識板の品質は、設計図書の定めによるものとする。

２．支柱は、次によらなければならない。

（１）使用する材料の種類は、設計図書の定めによるものとする。

（２）鋼管は、「JIS G 3444 一般構造用炭素鋼管」に適合し、溶融亜鉛めっ

きを施したうえに耐候性及び密着性の良好な塗料を塗布したものでなけれ

ばならない。

３．取付金具及び補強材は、次によらなければならない。

（１）アルミニウム合金の標識板に使用する取付金具及び補強材は、「JIS H

4100 アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に適合しなければな

らない。

（２）鋼材は、表面に十分防せい（錆）処理を施さなければならない。

４．標識に使用する反射材は、「JIS Z 9117 保安用反射シート及びテープ」

に適合しなければならない。

２－19－６ 防 護 柵

１．材料は、「表２－13防護柵の規格」の規格に適合し、形式は設計図書の定

めによるものとする。

２．塗装仕上げをする防護柵の材料は、次によらなければならない。

（１）鋼製ビーム、ブラケット、支柱及びその他の部材（ケーブルを除く。）

は、成形加工後、溶融亜鉛めっき法により亜鉛めっきを施し、その上に工

場にて仕上げ塗装を行わなければならない。なお、この場合、めっき面に
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燐酸塩処理等の下地処理を行わなければならない。

（２）亜鉛の付着量は、「JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」の275

ｇ/ｍ２以上でなければならない。

（３）仕上げ塗装は、熱硬化性アクリル樹脂塗料とする。また、塗膜厚は最小

20μｍでなければならない。

（４）ガードケーブルのロープの亜鉛付着量は、素線に対し 300ｇ/ｍ２以上で

なければならない。

（５）支柱の亜鉛めっき及び仕上げ塗装は、（１）、（２）及び（３）を適用し

なければならない。ただし、埋め込み部分は、亜鉛めっき後、黒ワニス又

はこれと同等以上のものを使用して内外面とも塗装を行わなければならな

い。

（６）塗装仕上げをする場合のボルト、ナット、索端金具及び継手は、（１）、

（２）及び（３）を適用し、溶融亜鉛めっきを施さなければならない。

３．塗装仕上げを行わない防護柵の材料は、次によらなければならない。

（１）鋼製ビーム、ブラケット、支柱及びその他の部材（ケーブルは除く。）

は、成形加工後、溶融亜鉛めっきを施したものを使用しなければならない。

（２）亜鉛の付着量は、ビーム、ブラケット及び支柱の場合、「JIS H 8641

溶融亜鉛めっき２種（HDZ55)｣の 550ｇ/ｍ２（片面の付着量)以上とし、そ

の他部材(ケーブルは除く。)の場合は、同じく２種(HDZ35)の 350ｇ/ｍ２

（片面の付着量）以上でなければならない。

（３）板厚が 3.0mm以下のビーム等は、塗装しなければならない。

（４）ガードケーブルのロープの亜鉛付着量は、素線に対し 300ｇ/ｍ２以上で

なければならない。
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表２－13 防護柵の規格

形式
ガードレール ガードケーブル ガードパイプ

部材

JIS G 3101
ビ ー ム

JIS G 3454

JIS G 3525
ケーブルの径は18mm

ケ ー ブ ル 構造は３×７G/0 と
する。
なお、ケーブル１

本当りの破断強度は
160kＮ以上とする。

パ イ プ JIS G 3444 STK400

JIS G 3444 JIS G 3444 STK400
支 柱

JIS G 3466 JIS G 3444

ブラケット JIS G 3101 SS400 JIS G 3101 SS400 JIS G 3101 SS400

JIS G 3101 SS400
継 手

JIS G 3444 STK400

ソケットはケーブル
と調整ネジを取付け

索 端 金 具 た状態でケーブルの
１本当りの破断強度
以上の強さを持つも
のとする。

JIS B 1180 JIS B 1180 JIS B 1180
JIS B 1181 JIS B 1181 JIS B 1181
ブラケット取付用ボ ブラケット取付用ボ ブラケット取付用ボ

ボ ル ト ルト（ネジの呼びＭ ルト（ネジの呼びＭ ルト（ネジの呼びＭ
20）は4.6とし、ビ 12）及びケーブル取 16）は4.6とし、継

ナ ッ ト ーム継手用及び取付 付用ボルト（ネジの 手用ボルト（ネジの
用ボルト（ネジの呼 呼びＭ10) は4.6と 呼びＭ16、Ｍ14）は
びＭ16）は6.8とす する。 6.8とする。
る。
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２－19－７ 溶 接 材

溶接材料は、「JIS Z 3211 軟鋼、高張力鋼及び低温用綱用アーク溶接棒」

「JIS Z 3212 軟鋼、高張力鋼及び低温用綱用マグ溶接及びミグ溶接ソリッド

ワイヤ」「JIS Z 3313 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス

入りワイヤ」「JIS Z 3351 炭素鋼及び低合金綱用サブマージアーク溶接ソリ

ッドワイヤ」及び「JIS Z 3352 サブマージアーク溶接用フラックス」の規格

に適合したものを選定し、被覆のはがれ、割れ、汚れ、吸湿及び著しいさび、

ブローホール及びのど厚並びにサイズの過不足等、溶接に有害な欠陥の無いも

のでなければならない。

また、溶接部の品質管理方法は、JIS Z 3104 放射線透過試験又はJIS Z 23

43-1,2,3,4,5,6浸透探傷試験（浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類、浸

透探傷剤の試験、対比試験片、装置、５０℃を超える温度での浸透探傷試験、

１０℃より低い温度での浸透探傷試験）又はJIS Z 3060 超音波探傷試験、ゲ

ージ測定等により確認するものとし、試験成績表（検査証明書）を監督員に提

出するものとする。

２－19－８ ガス切断材

切断に使用する酸素ガス及び溶解アセチレンは、「JIS K 1101 酸素」及び

「JIS K 1902 溶解アセチレン」の規格に適合しなければならない。

２－19－９ 汚濁防止膜

１．受注者は、耐腐食性に富むカーテンを選定し、施工に先立ち監督員に資料

を提出し、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。なお、設

計図書に品質が指定されている場合は、それに従わなけらばならない。

２．受注者は、施工に先立ち汚濁防止膜の構造図を監督員に提出し、承諾を得

なければならない。
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第３章 共通仮設

第１節 適 用

１．本章は、各工事において共通的に使用する汚濁防止膜工について適用する

ものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編第２章材料の規定によるも

のとする。

第２節 汚濁防止膜工

３－２－１ 一般事項

本節は、汚濁防止膜工として水質汚濁防止膜の設置・管理・撤去について定

めるものとする。

３－２－２ 水質汚濁防止膜

１．受注者は、設計図書の定めにより、水質汚濁防止膜を設置するものとする。

２．受注者は、汚濁防止膜の設置及び撤去時期を事前に監督員に通知しなけれ

ばならない。

３．受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜の枠方式を使用するものと

する。

４．受注者は、設計図書の定めにより、汚濁防止膜に灯浮標又は標識灯を設置

するものとする。

５．受注者は、汚濁防止膜の設置期間中は適切な保守管理を行わなければなら

ない。なお、受注者は、設計図書に保守管理の定めのある場合は、それに従

わなければならない。
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第４章 無筋・鉄筋コンクリート

第１節 適 用

１．本章は、無筋・鉄筋コンクリート構造物、プレストレストコンクリート構

造物に使用するコンクリート、鉄筋、型枠等の施工その他これらに類する事

項について適用するものとする。

２．本章に特に定めのない事項については、第１編第２章材料の規定によるも

のとする。

第２節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の基準類

によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則

として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督員に確認を求め

なければならない。

土木学会 コンクリート標準示方書【施工編】

土木学会 コンクリート標準示方書【設計編】

土木学会 コンクリート標準示方書【維持管理編】

土木学会 コンクリート標準示方書【規準編】

注）制定された最新のものを使用すること。

土木学会規準および関連基準

国土交通省

港湾及び海岸保全施設のコンクリート構造物の耐久性確保について

(平成20年3月31日 国港技第92号、国港技監第71号、国港海第398号)

国土交通省

「港湾及び海岸保全施設のコンクリート構造物の耐久性確保について」の運

用について

(平成20年3月31日 国港技第93号、国港技監第72号、国港海第399号)

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について

(平成14年７月31日 国官技第112号、国港環第35号、国空建第78号)

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について

(平成14年７月31日 国官技第113号、国港環第36号、国空建第79号)

第１編共通編 第４章無筋・鉄筋コンクリート
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国土交通省 レディーミクストコンクリートの品質確保について

（平成15年10月15日 国港建第124号)

運輸省 コンクリート中の塩化物総量規制について（改正）

(平成４年３月31日 港技第43号、港災第344号)

土木学会 鉄筋定着・継手指針【2007年版】

第３節 レディーミクストコンクリート

４－３－１ 一般事項

本節は、レディーミクストコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱

うものとする。なお、本節に規定していない製造に関する事項は、「JIS A 53

08 レディーミクストコンクリート」を適用する。

４－３－２ 工場の選定

１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JISマーク

表示認定工場または、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成16

年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）

により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検

査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主

任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工

場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した

工場等）から選定し、「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」に適

合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条第３、４項の

規定によるものとする。

２．受注者はJISマーク表示認証工場で製造された「JIS A 5308 レディー

ミクストコンクリート」により粗骨材の最大寸法、空気量、スランプ、水セ

メント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートについ

ては、製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料を整備・保管

し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時に提

出しなければならない。

３．受注者は、JISマーク表示認証工場が工事現場近くに見当たらない場合は、

使用する工場について、設計図書に指定したコンクリートの品質が得られる

ことを確認の上、その資料により監督員の確認を得なければならない。

なお、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務

を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、
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配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなくてはならな

い。

４．受注者は、JISマーク表示認証工場でない工場で製造されたレディーミク

ストコンクリート及びJISマーク表示認証工場であっても「JIS A 5308 レ

ディミクストコンクリート」以外のレディミクストコンクリートを用いる場

合は、設計図書及び第１編４－５－３材料の計量及び練混ぜ、配合に臨場す

るとともに製造会社の材料試験結果、配合の決定に関する確認資料により監

督員の確認を得なければならない。

５．受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査を

「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」により実施しなければなら

ない。なお、生産者等に検査のため試験を代行させる場合は受注者がその試

験に臨場しなければならない。また、現場練りコンクリートについても、こ

れに準ずるものとする。

第４節 コンクリートミキサー船

４－４－１ 一般事項

本節は、コンクリートミキサー船によりコンクリートを製造することに関す

る一般的事項を取り扱うものとする。なお、本節に規定していない製造に関す

る事項は、「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」を準用するものと

する。

４－４－２ コンクリートミキサー船の選定

受注者は、施工に先立ちコンクリート製造能力、製造設備、品質管理状態等

を考慮してコンクリートミキサー船を選定し、監督員の承諾を得なければなら

ない。

第５節 現場練りコンクリート

４－５－１ 一般事項

本節は、現場練りコンクリートの製造に関する一般的事項を取り扱うものと

する。

４－５－２ 材料の貯蔵

１．受注者は、防湿性のあるサイロに、セメントを貯蔵しなければならない。

また、貯蔵中にわずかでも固まったセメントは使用してはならない。

２．受注者は、ごみ、その他不純物が混入しない構造の容器又は防湿性のある
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サイロ等に、混和材料を分離、変質しないように貯蔵しなければない。また、

貯蔵中に分離、変質した混和材料を使用してはならない。

２．受注者は、ゴミ、泥、その他の異物が混入しないよう、かつ、大小粒が分

離しないように、排水設備の整った貯蔵施設に骨材を貯蔵しなければならな

い。

４－５－３ 材料の計量及び練混ぜ

１．計量装置

（１）各材料の計量方法及び計量装置は、工事に適し、かつ、各材料を規定の

計量誤差内で計量できるものとする。なお、受注者は、施工に先立ち各材

料の計量方法及び計量装置について、監督員の承諾を得なければならない。

（２）受注者は、工事開始前及び工事中、定期的に各材料の計量装置を点検し、

調整しなければならない。

２．材料の計量

（１）計量は、現場配合によって行わなければならない。また、骨材の表面水

率の試験は、「JIS A 1111 細骨材の表面水率試験方法」若しくは「JIS

A 1125 骨材の含水率試験方法及び含水率に基づく表面水率の試験方法」

又は監督員の承諾を得た方法によらなければならない。なお、骨材が乾燥

している場合の有効吸水率の値は、骨材を適切な時間吸水させて求めなけ

ればならない。

（２）受注者は、第１編２－17－４現場練りコンクリートで定めた示方配合を

現場配合に修正した内容をその都度、監督員に通知しなければならない。

（３）計量誤差は、１回計量分に対し、「表４－１計量の許容誤差」の値以下

とする。

表４－１ 計量の許容誤差

材 料 の 種 類 許容誤差（％）

水 １

セ メ ン ト １

骨 材 ３

混 和 材 ２※

混 和 剤 ３

※高炉スラグ微粉末の場合は、１(％)以内
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（４）連続ミキサを使用する場合、各材料は容積計量してよいものとする。

その計量誤差は、ミキサの容量によって定められる規定の時間当たりの

計量分を質量に換算して、「表４－１計量の許容誤差」の値以下とする。

なお、受注者は、ミキサの種類、練混ぜ時間などに基づき、規定の時間

当たりの計量分を適切に定めなければならない。

（５）材料の計量値は、自動記録装置により記録しなければならない。

３．練 混 ぜ

（１）受注者は、コンクリートの練混ぜに際し、可傾式又は強制練りバッチミ

キサ及び連続ミキサを使用するものとする。

（２）受注者は、ミキサの練混ぜ試験を、「JIS A 1119 ミキサで練り混ぜた

コンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法」及び土木学

会規準「連続ミキサの練混ぜ性能試験方法」により行わなければならない。

（３）受注者は、「JIS A 8603-1 コンクリートミキサ（用語及び仕様項

目）」に適合するか、又は同等以上の性能を有するミキサを使用しなけれ

ばならない。

（４）受注者は、練混ぜ時間を試験によって定めなければならない。なお、試

験を行わない場合、受注者は、施工に先立ち練混ぜ時間について、監督員

の承諾を得なければならない。

（５）練混ぜは、あらかじめ定めた練混ぜ時間の３倍以内で、行わなければな

らない。

（６）受注者は、ミキサ内のコンクリートを排出し終わった後にミキサ内に新

たに材料を投入しなければならない。

（７）受注者は、使用の前後にミキサを清掃しなければならない。

（８）ミキサは、練上げコンクリートを排出するときに材料の分離を起こさな

い構造でなければならない。

（９）受注者は、連続ミキサを用いる場合、練混ぜ開始後、最初に排出される

コンクリートを用いてはならない。なお、この場合の廃棄するコンクリー

ト量は、ミキサ部の容積以上とする。

（10）受注者は、コンクリートを手練りにより練り混ぜる場合は、水密性が確

保された練り台の上で行わなければならない。
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第６節 運搬打設工

４－６－１ 一般事項

本節は、コンクリートの運搬及び打設工に関する一般的事項を取り扱うもの

とする。

４－６－２ 準 備

１．受注者は、コンクリート打設が潮待ち作業となる場合、打設に要する時間

と潮位の関係を十分に把握し、施工しなければならない。

２．受注者は、レディーミクストコンクリートの運搬に先立ち、搬入間隔、経

路、荷下し場所等の状況を把握しておかなければならない。

３．受注者は、打設に先立ち、打設場所を清掃し、鉄筋を正しい位置に固定し

なければならない。また、コンクリートと接して吸水の恐れのあるところは、

あらかじめ湿らせておかなければならない。

４－６－３ 運 搬

１．受注者は、コンクリート練混ぜ後、速やかに運搬しなければならない。

２．受注者は、材料の分離その他コンクリートの品質を損なうことのないよう

に、コンクリートを運搬しなければならない。

４－６－４ 打 設

１．受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み、十分に締固め

なければならない。練混ぜてから打ち終わるまでの時間は、原則として外気

温が 25℃を超える場合で 1.5時間、25℃以下の場合で２時間を超えないも

のとする。これ以外で施工する可能性がある場合は、設計図書に関して監督

員の承諾を得なければならない。なお、この時間中、コンクリートを日光、

風雨等に対し保護しなければならない。

２．受注者は、コンクリートの打設作業中、型枠のずれ、浮上り、目地材の離

れ及び鉄筋の配置を乱さないように注意しなければならない。

３．受注者は、コンクリートポンプを使用する場合、土木学会規準「コンクリ

ートのポンプ施工指針」により施工しなければならない。

４．受注者は、ベルトコンベヤを使用する場合、適切な速度で十分容量のある

機種を選定し、終端にはバッフルプレート及びシュートを設け、材料が分離

しない構造のものとしなければならない。なお、配置にあたっては、コンク

リートの横移動ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

５．受注者は、バケット及びスキップを使用する場合、コンクリートに振動を

与えないよう適切な処置を講じなければならない。また、排出口は、排出時
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に材料が分離しない構造のものとしなければならない。

６．受注者は、打設にシュートを使用する場合には縦シュートを用いるものと

し、漏斗管、フレキシブルなホース等により、自由に曲がる構造のものを選

定しなければならない。なお、これにより難い場合は、事前に監督員の承諾

を得なければならない。

７．受注者は、打設したコンクリートを型枠内で横移動させてはならない。

８．受注者は、一区画内のコンクリートの一層を打設が完了するまで連続して

打設しなければならない。

９．受注者は、コンクリートの表面が一区画内でほぼ水平となるように打設し

なければならない。なお、締固め能力等を考慮して、コンクリート打設の１

層の高さを定めなければならない。

10．受注者は、型枠が高い場合、材料の分離を防ぎ、上部の鉄筋及び型枠にコ

ンクリートが付着して硬化するのを防ぐため、次のいずれかの方法により打

設しなければならない。

（１）型枠に投入口を設ける

（２）縦シュートを使用する

（３）ポンプ配管の吐出口を打設面まで下げる。

この場合、シュート、ポンプ配管、バケット、ホッパー等の吐出口と打設

面までの高さは 1.5ｍ以下とする。なお、困難な場合は、設計図書に関して

監督員の承諾を得て打設高さを 1.5ｍ以上とすることができる。

11．受注者は、型枠に接して露出面となるコンクリートを、完全なモルタルの

表面が得られるように打設し、締固めなければならない。

12．受注者は、コンクリートの打上りに伴い、不要となったスペーサを可能な

かぎり取除かなければならない。

13．受注者は、コンクリートの打設中、表面にブリージング水が生じた場合、

適切な方法でこれを取除きながらコンクリートを打設しなければならない。

14．受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、上層のコンク

リートは、下層のコンクリートが固まり始めるまでに打設しなければならな

い。

４－６－５ 締 固 め

１．受注者は、コンクリートの締固めに際し、バイブレーターを用いなければ

ならない。なお、薄い壁等バイブレーターの使用が困難な場所には、型枠振

動機を使用しなければならない。
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２．受注者は、コンクリートが鉄筋の周囲及び型枠のすみずみに行き渡るよう

に打設し、速やかにコンクリートを十分締め固めなければならない。

３．受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打設する場合、バイブレータ

ーを下層のコンクリート中に 10㎝程度挿入し、上層と下層が一体となるよ

うに入念に締め固めなければならない。

４－６－６ 沈下ひびわれに対する処置

１．受注者は、スラブ又は梁のコンクリートが壁又は柱のコンクリートと連続

している構造の場合、沈下、ひび割れを防止するため、壁又は柱のコンクリ

ートの沈下がほぼ終了してからスラブ又は梁のコンクリートを打設しなけれ

ばならない。また、張出し部分を持つ構造物の場合も、前記と同様にして施

工しなければならない。

２．受注者は、沈下ひびわれが発生した場合、直ちにタンピングを行い、これ

を消さなければならない。

４－６－７ 打 継 目

１．打継目の位置及び構造は、図面の定めによるものとする。ただし、受注者

は、やむを得ず図面で定められていない場所に打継目を設ける場合、構造物

の強度、耐久性及び外観を害しないように、その位置、方向及び施工方法を

定め、事前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。受注者

は、打継目を設ける場合には、せん断力の小さい位置に設け、打継面を部材

の圧縮力の作用する方向と直角になるようにしなければならない。やむを得

ず、せん断力の大きい位置に打継目を設ける場合には、打継目にほぞ、又は

溝を作るか、適切な鋼材を配置して、これを補強しなければならない。

２．受注者は、硬化したコンクリートに新しくコンクリートを打ち継ぐ場合、

硬化したコンクリートの表面のレイタンス、表皮等を取り除き、打継面を粗

にし十分吸水させ打設しなければならない。打継処理材を用いる場合は、設

計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。また、監督員が指示し

た場合は、コンクリート中のモルタルと同程度の配合のモルタル等でコンク

リートの表面を処理しなければならない。なお、受注者は、打設前に型枠を

強固に締め直さなければならない。

３．目地の施工は、設計図書の定めによるものとする。

４－６－８ 表面仕上げ

受注者は、型枠に接しない仕上げ面の締固めを終わり、ほぼ規定の高さ及び

形に均したコンクリートの上面は、しみ出た水がなくなるか又は上面の水を取
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り除いた後でなければ仕上げてはならない。仕上げには、木ごて、金ごて等を

用いなければならない。また、粗面仕上げを行う場合には、ほうき等を用いな

ければならない。

４－６－９ 養 生

１．受注者は、コンクリート打設後一定期間を硬化に必要な温度及び湿度に保

ち、有害な作用の影響を受けないよう、養生しなければならない。

２．受注者は、コンクリートの露出面を養生マット、布等をぬらしたもので、

これを覆うか又は散水、湛水を行い湿潤状態を保たなければならない。

３．受注者は、施工に先立ち養生方法及び日数について、監督員の承諾を得な

ければならない。

第７節 暑中コンクリート

４－７－１ 一般事項

本節は、暑中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。

また、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミクストコンク

リート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート及び第

６節運搬打設工の規定によるものとする。

４－７－２ 施 工

１．受注者は、日平均気温が25℃を超えることが予想されるときは、暑中コン

クリートとしての施工を行わなければならない。

２．受注者は、コンクリートの打設前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸

水する恐れのある部分は十分吸水させなければならない。また、型枠及び鉄

筋等が直射日光を受けて高温になる恐れのある場合は、散水及び覆い等の適

切な処置を講じなければならない。

３．打設時のコンクリート温度は、35℃以下とする。

４．受注者は、コンクリートの運搬時にコンクリートが乾燥したり、熱せられ

たりすることの少ない装置及び方法により運搬しなければならない。

５．受注者は、コンクリートの練混ぜから打設終了までの時間は、1.5時間を

超えてはならない。

６．受注者は、コンクリートの打設をコールドジョイントが生じないよう行わ

なければならない。
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４－７－３ 養 生

１．受注者は、コンクリートの打設を終了後、速やかに養生を開始し、コンク

リートの表面を乾燥から保護しなければならない。また、特に気温が高く湿

度が低い場合には、打込み直後の急激な乾燥によってひび割れが生じること

があるので、直射日光、風等を防ぐために必要な処置を施さなければならな

い。

２．受注者は、施工に先立ち養生方法及び日数について、監督員の承諾を得な

ければならない。

第８節 寒中コンクリート

４－８－１ 一般事項

本節は、日平均気温が４℃以下になる場合のコンクリートの施工に関する一

般的事項を取り扱うものとする。なお、本節に定めのない事項は、第１編第４

章第３節レディーミクストコンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第

５節現場練りコンクリート及び第６節運搬打設工の規定によるものとする。

４－８－２ 施 工

１．打設時のコンクリートの温度は、５～20℃としなければならない。

２．受注者は、セメントの急結を防止するため、加熱した材料を用いる場合に

は、投入順序を定めなければならない。

３．受注者は、鉄筋、型枠等に氷雪が付着した状態でコンクリートを打設して

はならない。また、地盤が凍結している場合、これを溶かし、水分を十分に

除去した後に打設しなければならない。

４．受注者は、凍害を受けたコンクリートは除去しなければならない。

５．受注者は、打設されたコンクリートの露出面を寒気に長時間さらしてはな

らない。

４－８－３ 養 生

１．受注者は、打設後、コンクリートの硬化に必要な温度及び湿度を保つよう

に養生しなければならない。

２．受注者は、打設後、凍結しないようコンクリートを十分に保護し、特に風

を防がなければならない。なお、設計図書に特別な処置が指定されている場

合は、それに従わなければならない。

３．受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが局部的に乾燥又

は熱せられることのないようにしなければならない。また、保温養生終了後、
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コンクリート温度を急速に低下させてはならない。

４．受注者は、施工に先立ち養生方法及び日数について、監督員の承諾を得な

ければならない。

第９節 コンクリートの品質管理

４－９－１ 一般事項

１．本節は、コンクリートの品質管理に関する一般的事項を取り扱うものとす

る。

２．受注者は、コンクリートのスランプ、空気量、コンクリート温度、圧縮強

度及び塩化物含有量の管理を荷下し地点で採取したコンクリートで行わなけ

ればならない。なお、これにより難い場合、事前に設計図書に関して監督員

の承諾を得なければならない。

４－９－２ 試験方法

１．受注者は、荷下し地点にてフレッシュコンクリートを試料採取しなければ

ならない。その方法は、「JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取

方法」によるものとする。

２．受注者は、スランプ試験を次により行うものとする。

（１）試験方法は、「JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法」による

ものとする。

（２）試験は、圧縮強度供試体作成時に行わなければならない。

（３）試験結果の規定値に対する許容範囲は、｢表４－２スランプの許容範囲｣

に示すとおりとする。

表４－２ スランプの許容範囲

スランプの区分 許容範囲

３㎝未満 ± 1 ㎝

３㎝以上８㎝未満 ± 1.5㎝

８㎝以上18㎝以下 ± 2.5㎝

18㎝を超えるもの ± 1.5㎝

３．受注者は、空気量試験を次により行うものとする。

（１）試験方法は、「JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試

験方法及び空気量の質量による試験方法（質量方法）」「JIS A 1118 フ
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レッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法（容積方法）」又は

「JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法－

空気室圧力方法」のいずれかによらなければならない。

（２）試験は、圧縮強度供試体作成時に行わなければならない。

（３）試験結果の規定値に対する許容範囲は、±1.5％とする。

４．受注者は、コンクリート温度測定を次により行わなければならない。

（１）コンクリート打設時のコンクリート温度は、５℃以上 35℃以下とする。

（２）試験は、圧縮強度供試体作成時に行わなければならない。

５．受注者は、圧縮強度試験を次により行うものとする。

（１）圧縮強度試験は、材令 28日の供試体で行うものとする。なお、やむを

得ず材令 28日により難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得て、

その他の材令で圧縮強度試験を行うことができるものとする。

（２）試験方法は、｢JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方｣

及び「JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法」によるものとする。

（３）１回の試験結果は、同一試料で作った３個の供試体の平均値で表さなけ

ればならない。

（４）試験頻度は、１日に１回とし、１日の打設量が 150ｍ３を超える場合１

日２回とする。ただし、同一配合の１日当り打設量が少量の場合は、監督

員の承諾を得て打設日数に関係なく 100ｍ３ごとに１回とすることがで

きる。

（５）試験結果は、次の規定を満足しなければならない。

① １回の試験結果は、呼び強度（指定強度）の値の 85％以上とする。

② ３回の試験結果の平均値は、呼び強度（指定強度）の値以上とする。

６．コンクリート中の塩化物含有量の限度は、次のとおりとする。

（１）コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イ

オンの総量で表すものとする。

（２）練混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物イオン量は、0.30kg/ｍ３以

下とする。

（３）無筋コンクリートで用心鉄筋が入らない構造物は、全塩化物イオン量の

制限はしないものとする。

７．受注者は、塩化物含有量試験を次により行うものとする。

（１）試験方法は、「JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イ

オン濃度試験方法」又は監督員の承諾を得て、その他の方法により行うこ
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とができる。

（２）試験は、第１回コンクリート打設前及び使用材料変更後１回目打設前に、

生コンクリート製造場所又は荷下し場所で行うものとする。

８．受注者は、コンクリート単位水量測定を次により行うものとする。

（１）１日の使用量が100ｍ３以上の場合、単位水量の測定を実施しなければな

らない。

（２）測定方法は、添付資料「レディーミクストコンクリート単位水量測定要

領（案）」によるものとする。

第10節 鉄 筋 工

４－10－１ 一般事項

１．本節は、コンクリートに使用する鉄筋の加工及び組立てに関する一般的事

項を取り扱うものとする。

２．受注者は、施工前に、配筋図、鉄筋組立図及びかぶり詳細図により組立可

能か、また、配力鉄筋及び組立筋を考慮したかぶりとなっているか照査し、

不備を発見したときは監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出

し確認を求めなければならない。

４－10－２ 貯 蔵

受注者は、鉄筋を直接地表に置くことを避け、倉庫内に貯蔵しなければな

らない。また、屋外に貯蔵する場合は、雨水等の侵入を防ぐためシート等で

適切な覆いをしなければならない。

４－10－３ 加 工

１．受注者は、鉄筋の材質を害さない方法で図面に示された形状及び寸法に加

工するものとする。

２．受注者は、鉄筋を常温で加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを

得ず熱して加工するときには、既往の実績を調査し、現地において試験施工

を行い、悪影響を及ぼさないことを確認した上で施工方法を定め、施工しな

ければならない。なお、調査・試験及び確認資料を整備・保管し、監督員の

請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければな

らない。

３．受注者は、図面に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合、土木学会「コン

クリート標準示方書」【設計編】第13章鉄筋に関する構造細目の規定によら

なければならない。
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４．受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。

４－10－４ 組 立 て

１．受注者は、組立てに先立ち、鉄筋を清掃し、浮きさび、その他鉄筋とコン

クリートとの付着を害するものは、除去しなければならない。

２．受注者は、図面に定めた位置に、鉄筋を配置し、コンクリート打設中に動

かないよう十分堅固に組み立てなければならない。なお、必要に応じて図面

に示されたもの以外の組立用鉄筋等を使用するものとする。また、設計図書

に特別な組立用架台等が指定されている場合は、それに従うものとする。

３．受注者は、鉄筋の交点の要所を、直径 0.8mm以上の焼なまし鉄線又は適当

なクリップで緊結し、鉄筋が移動しないようにしなければならない。

４．受注者は、設計で定める鉄筋かぶり厚を確保しなければならない。また、

鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置する場合、スペーサは本体コンク

リートと同等以上の品質のモルタル又はコンクリート製スペーサによるもの

とし、鉄筋と型枠の間隔を正しく保たなければならない。なお、これ以外の

スペーサを使用する場合は、監督員の承諾を得なければならない。

５．受注者は、組み立てた鉄筋に泥、油等が付着している場合、それを除去し

なければならない。

６．受注者は、上層部の鉄筋の組立てを下層部のコンクリート打設後 24時間

以上経過した後に行わなければならない。

４－10－５ 継 手

１．受注者は、図面に示されていない継手を設ける場合、事前に設計図書に関

して監督員の承諾を得なければならない。

２．受注者は、鉄筋の継手は、重ね継手とし、直径 0.8mm以上の焼なまし鉄線

により２か所以上緊結しなければならない。なお、設計図書の定めのある場

合は、それに従うものとする。

３．受注者は、設計図書に明示した場合を除き、継手を同一断面に集めてはな

らない。また、受注者は、継手を同一断面に集めないため、継手位置を軸方

向に相互にずらす距離は、継手の長さに鉄筋直径の 25倍か断面高さのどち

らか大きい方を加えた長さ以上としなければならない。

第11節 型枠及び支保工
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４－11－１ 一般事項

本節は、コンクリートの打設に必要な型枠及び支保工に関する一般的事項を

取り扱うものとする。

４－11－２ 構 造

１．受注者は、型枠及び支保工をコンクリート構造物の位置及び形状寸法を正

確に保つために十分な強度と安定性を持つ構造としなければならない。

２．受注者は、特に定めのない場合はコンクリートのかどに面取りができる型

枠を使用しなければならない。

４－11－３ 組 立 て

１．受注者は、型枠及び支保工をボルト及び棒鋼等の締付け材を使用し堅固に

組み立てなければならない。なお、型枠を取り外した後、コンクリート表面

にこれらの締付け材を残してはならない。

２．受注者は、型枠内面にはく離剤の塗布又はこれに代わる表面処理等を行わ

なければならない。

４－11－４ 取 外 し

１．受注者は、型枠及び支保の取外しの時期及び順序について、設計図書に定

められていない場合には、構造物と同じような状態で養生した供試体の圧縮

強度をもとに、セメントの性質、コンクリートの配合、構造物の種類とその

重要性、部材の種類及び大きさ、部材の受ける荷重、気温、天候、風通し等

を考慮して、取外しの時期及び順序の計画を、施工計画書に記載しなければ

ならない。

２．受注者は、型枠の組立に使用した締付け材の穴及び壁つなぎの穴を、本体

コンクリートと同等以上の品質を有するモルタル等で補修しなければならな

い。

第12節 水中コンクリート

４－12－１ 一般事項

本節は、水中コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。

なお、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミクストコン

クリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリート、

第６節運搬打設工及び第11節型枠及び支保工の規定によるものとする。
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４－12－２ 施 工

１．受注者は、コンクリートを静水中に打設しなければならない。これ以外の

場合であっても、流速は 0.05ｍ/ｓ以下でなければ打設してはならない。

２．受注者は、コンクリートを水中落下させないようにし、かつ、打設開始時

のコンクリートは水と直接接しないような工夫をしなければならない。

３．受注者は、コンクリート打設中、その面を水平に保ちながら、規定の高さ

に達するまで連続して打設しなければならない。なお、やむを得ず打設を中

止した場合は、そのコンクリートのレイタンスを完全に除かなければ次のコ

ンクリートを打設してはならない。

４．受注者は、レイタンスの発生を少なくするため、打設中のコンクリートを

かきみださないようにしなければならない。

５．受注者は、コンクリートが硬化するまで、水の流動を防がなければならな

い。なお、設計図書に特別の処置が指定されている場合は、それに従わなけ

ればならない。

６．受注者は、水中コンクリートに使用する型枠について、仕上げの計画天端

高が、水面より上にある場合は、海水面の高さ以上のところに、型枠の各面

に水抜き穴を設けなければならない。

７．コンクリートは、ケーシング（コンクリートポンプとケーシングの併用方

式）、トレミー又はコンクリートポンプを使用して打設しなければならない。

これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得た代替工法で施

工しなければならない。

８．ケーシング打設（コンクリートポンプとケーシングの併用方式）

（１）受注者は、打込み開始にあたって、ケーシングの先端にプランジャー

や鋼製蓋を装着し、その筒先を地盤に着地させ、ケーシングの安定や水密

性を確認してから輸送管を通してコンクリートを打ち込まなければならな

い。

（２）受注者は、コンクリート打込み中、輸送管を起重機船等で吊り上げてい

る場合は、できるだけ船体の動揺を少なくしなければならない。

（３）打込み時において、輸送管及びケーシングの先端は、常にコンクリート

中に挿入しなければならない。

（４）受注者は、打込み時のケーシング引き上げにあたって、既に打ち込まれ

たコンクリートをかき乱さないように垂直に引き上げなければならない。

（５）受注者は、１本のケーシングで打ち込む面積について、コンクリートの
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水中流動距離を考慮して過大であってはならない。

（６）受注者は、コンクリートの打継目をやむを得ず水中に設ける場合、旧コ

ンクリート表層の材料分離を起こしているコンクリートを完全に除去して

から新コンクリートを打ち込まなければならない。

９．トレミー打設

（１）トレミーは、水密でコンクリートが自由落下できる大きさとし、打設中

は常にコンクリートで満たさなければならない。また、トレミーは、打設

中水平移動してはならない。

（２）受注者は、１本のトレミーで打ち込む面積について、コンクリートの水

中流動距離を考慮して過大であってはならない。

10．コンクリートポンプ打設

（１）コンクリートポンプの配管は、水密でなければならない。

（２）打込みの方法は、トレミーの場合に準じなければならない。

11．受注者は、底開き箱及び底開き袋を使用してコンクリートを打設する場合、

底開き箱及び底開き袋の底が打設面上に達した際、容易にコンクリートを吐

き出しできる構造のものを用いるものとする。また、打設にあたっては、底

開き箱及び底開き袋を静かに水中に降ろし、コンクリートを吐き出した後は、

コンクリートから相当離れるまで徐々に引き上げるものとする。ただし、底

開き箱又は底開き袋を使用する場合は、事前に監督員の承諾を得なければな

らない。

４－12－３ 品質管理

品質管理は、設計図書の定めによるものとする。

第13節 袋詰コンクリート

４－13－１ 一般事項

本節は、袋詰コンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うものとする。

なお、本節に定めのない事項は、第１編第４章12節水中コンクリートの規定

によるものとする。

４－13－２ 施 工

１．受注者は、袋の容量の２/３程度にコンクリートを詰め、袋の口を確実に

縛らなければならない。

２．受注者は、袋を長手及び小口の層に交互に、１袋づつ丁寧に積まなければ

ならない。また、水中に投げ込んではならない。
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第14節 水中不分離性コンクリート

４－14－１ 一般事項

本節は、水中コンクリート構造物に用いる水中不分離性コンクリートの施工

に関する一般的事項を取り扱うものとする。なお、本節に定めのない事項は、

第１編第４章第３節レディーミクストコンクリート、第４節コンクリートミキ

サー船、第５節現場練りコンクリート、第10節鉄筋工及び第11節型枠及び支保

及の規定によるものとする。

４－14－２ 材料の貯蔵

材料の貯蔵は、第１編４－５－２材料の貯蔵の規定によるものとする。

４－14－３ コンクリートの製造

１．受注者は、所要の品質の水中不分離性コンクリートを製造するため、コン

クリートの各材料を正確に計量し、十分に練り混ぜるものとする。

２．計量装置は、第１編４－５－３、１．計量装置の規定によるものとする。

３．材料の計量

（１）受注者は、各材料を１バッチ分ずつ質量計量しなければならない。

ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。

（２）計量誤差は、１バッチ計量分に対し、「表４－３計量の許容誤差(水中

不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。

表４－３ 計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)

材 料 の 種 類 許容誤差（％）

水 １

セ メ ン ト １

骨 材 ３

混 和 材 ２※

水中不分離性混和剤 ３

混 和 剤 ３

※高炉スラグ微粉末の場合は、１(％)以内

４．練 混 ぜ

（１）受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合、本節によるほ
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か、「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート」に準じるものとする。

（２）受注者は、強制練りバッチミキサを用いてコンクリートを練り混ぜるも

のとする。

（３）受注者は、コンクリート製造設備の整ったプラントで練り混ぜなければ

ならない。なお、やむを得ず現場で水中不分離性混和剤及び高性能減水剤

を添加する場合は、事前に次の項目を検討し設計図書に関して監督員の承

諾を得なければならない。

① 混和剤の添加方法・時期

② アジテータトラック１車輌の運搬量

③ コンクリート品質の試験確認

（４）受注者は、練混ぜ時間を試験によって定めなければならない。

（５）受注者は、練混ぜ開始にあたって、あらかじめミキサにモルタルを付着

させなければならない。

５．ミキサ、運搬機器の洗浄及び洗浄排水の処理

（１）受注者は、ミキサ及び運搬機器を使用の前後に十分洗浄しなければなら

ない。

（２）受注者は、洗浄排水の処理方法をあらかじめ定めなければならない。

４－14－４ 運搬打設

１．準 備

（１）受注者は、フレッシュコンクリートの粘性を考慮して、運搬及び打設の

方法を適切に設定しなければならない。

（２）受注者は、打設されたコンクリートが均質となるように、打設用具の配

置間隔及び１回の打上り高さを定めなければならない。

２．運 搬

受注者は、コンクリートの運搬中に骨材の沈降を防止し、かつ、荷下しが容

易なアジテータトラック等で運搬しなければならない。

３．打 設

（１）受注者は、打設に先立ち、鉄筋、型枠、打込設備等が計画どおりに配置

されていることを確認しなければならない。

（２）受注者は、コンクリートをコンクリートポンプ又はトレミーを用いて打

ち込まなければならない。

（３）受注者は、コンクリートポンプを使用する場合、コンクリートの品質低

下を生じさせないように行わなければならない。
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（４）受注者は、トレミーを使用する場合、コンクリートが円滑に流下する断

面寸法を持ち、トレミーの継手は水密なものを使用しなければならない。

（５）受注者は、コンクリートの品質低下を生じさせないように、コンクリー

トの打込みを連続的に行わなければならない。

（６）受注者は、コンクリートを静水中で水中落下高さ 50cm以下で打ち込ま

なければならない。

（７）受注者は、水中流動距離を５ｍ以下としなければならない。

（８）受注者は、波浪の影響を受ける場所では、打設前に、気象・海象等がコ

ンクリートの施工や品質に悪影響を与えないことを確認しなければならな

い。

４．打 継 ぎ

（１）受注者は、せん断力の小さい位置に打継目を設け、新旧コンリートが十

分に密着するように処置しなければならない。

（２）受注者は、打継面を高圧ジェット、水中清掃機械等を用い清掃し、必要

に応じて補強鉄筋等により補強しなければならない。

５．コンクリート表面の保護

受注者は、流水、波等の影響により、セメント分の流失又はコンクリートが

洗掘される恐れがある場合、表面をシートで覆う等の適切な処置をしなければ

ならない。

４－14－５ 品質管理

１．受注者は、次に示す「試験方法」及び「コンクリートの試験」により、水

中不分離性コンクリートの品質管理を行わなければならない。なお、本節に

定めのない事項は、第１編第４章第９節コンクリートの品質管理の規定によ

るものとする。

２．試験方法

（１）受注者は、スランプフローの試験を、土木学会規準「コンクリートのス

ランプフロー試験方法（案）」により行うものとし、スランプコーンを引

き上げてから５分後のコンクリートの広がりの測定値をスランプフローと

しなければならない。

（２）受注者は、圧縮強度試験を、「JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試

験方法」により行うものとし、圧縮強度試験用の供試体を、土木学会規準

「水中不分離性コンクリートの圧縮強度試験用水中作成供試体の作り方

（案）」により作成しなければならない。
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（３）受注者は、設計図書に定めのある場合、懸濁物質試験を行うものとする。

３．コンクリートの試験

（１）受注者は、施工に先立ち設計図書に示す各材料の試験及びコンクリート

の試験を行い、機械及び設備の性能を確認しなければならない。

（２）工事中及び工事終了後のコンクリートの試験内容は、設計図書の定めに

よるものとする。

（３）受注者は、型枠取外し時期を、施工時に近い状態で作成し養生した供試

体を用いた圧縮強度試験結果に基づき定めなければならない。

（４）フレッシュコンクリートのスランプフロー及び空気量の許容差は、「表

４－４スランプフロー・空気量の許容差」以下とする。

表４－４ スランプフロー・空気量の許容差

管 理 項 目 許 容 差

スランプフロー ±3.0㎝

空 気 量 ＋1.0％

第15節 プレパックドコンクリート

４－15－１ 一般事項

本節は、プレパックドコンクリートの施工に関する一般的事項を取り扱うも

のとする。なお、本節に定めのない事項は、第１編第４章第３節レディーミク

ストコンクリート、第４節コンクリートミキサー船、第５節現場練りコンクリ

ート、第６節運搬打設工、第10節鉄筋工及び第11節型枠及び型枠工の規定によ

るものとする。

４－15－２ 施工機器

１．施工機械

（１）受注者は、５分以内に規定の品質の注入モルタルを練り混ぜることので

きるモルタルミキサを使用しなければならない。

（２）受注者は、注入モルタルを緩やかに攪拌でき、モルタルの注入が完了す

るまで規定の品質を保てるアジテータを使用しなければならない。

（３）受注者は、十分な圧送能力を有し、注入モルタルを連続的に、かつ、空

気を混入させないで注入できるモルタルポンプを使用しなければならない。
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２．輸 送 管

受注者は、注入モルタルを円滑に輸送できる輸送管を使用しなければならな

い。

３．注 入 管

受注者は、確実に、かつ、円滑に注入作業ができる注入管を使用しなければ

ならない。なお、注入管の内径寸法は、輸送管の内径寸法以下とする。

４－15－３ 施 工

１．型 枠

（１）受注者は、型枠をプレパックドコンクリートの側圧及びその他施工時の

外力に十分耐える構造に組み立てなければならない。

（２）受注者は、事前に型枠の取外し時期について、監督員の承諾を得なけ

ればならない。

２．モルタルの漏出防止

受注者は、基礎と型枠との間や型枠の継目などの隙間から、注入モルタルが

漏れないように処置しなければならない。

３．粗骨材の投入

（１）受注者は、粗骨材の投入に先立ち、鉄筋、注入管、検査管等を規定の位

置に配置しなければならない。

（２）受注者は、粗骨材を大小粒が均等に分布するように、また、破砕しない

ように投入しなければならない。

（３）受注者は、粗骨材を泥やごみ、藻貝類など付着しないよう良好な状態に

管理しなければならない。

４．注入管の配置

（１）受注者は、鉛直注入管を水平間隔２ｍ以下に配置しなければならない。

なお、水平間隔が２ｍを超える場合は、事前に監督員の承諾を得なけ

ればならない。

（２）受注者は、水平注入管の水平間隔を２ｍ程度、鉛直間隔を 1.5ｍ程度に

配置しなければならない。また、水平注入管には、逆流防止装置を備えな

ければならない。

５．練 混 ぜ

（１）受注者は、練混ぜをモルタルミキサで行うものとし、均一なモルタルが

得られるまで練り混ぜなければならない。
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（２）受注者は、練混ぜ作業には、細骨材の粒度及び表面水量を確認し、規定

の流動性等の品質が得られるように、粒度の調整、配合の修正、水量の補

正等の適切な処置をしなければならない。

（３）受注者は、モルタルミキサ１バッチの練混ぜを、ミキサの定められた練

混ぜ容量に適した量で練り混ぜなければならない。

６．注 入

（１）受注者は、管の建込み終了後、異常がないことを確認した後、モルタル

を注入しなければならない。

（２）受注者は、規定の高さまで継続して、モルタル注入を行わなければなら

ない。なお、やむを得ず注入を中断し、打継目を設ける場合には、事前に

設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。

（３）受注者は、最下部から上方へモルタル注入するものとし、注入モルタル

上面の上昇速度は 0.3～2.0ｍ/ｈとしなければならない。

（４）受注者は、鉛直注入管を引き抜きながら注入するものとし、注入管の先

端を、0.5～2.0ｍモルタル中に埋込まれた状態に保たなければならない。

（５）受注者は、注入が完了するまで、モルタルの攪拌を続けなければならな

い。

７．注入モルタルの上昇状況の確認

受注者は、注入モルタルの上昇状況を確認するため、注入モルタルの上面の

位置を測定できるようにしておかなければならない。

８．寒中における施工

受注者は、寒中における施工の場合、粗骨材及び注入モルタルの凍結を防ぐ

処置をしなければならない。また、注入モルタルの膨張の遅延が起こるのを防

ぐため、必要に応じて、適切な保温給熱を行わなければならない。

９．暑中における施工

受注者は、暑中における施工の場合、注入モルタルの温度上昇、注入モルタ

ルの過早な膨張及び流動性の低下等が起こらないよう施工しなければならない。

４－15－４ 品質管理

１．受注者は、施工に先立ち施工時に近い状態で作成した供試体を用い、土木

学会規準による次の品質管理試験を行い、その試験結果を監督員に提出し、

承諾を得なければならない。

（１）注入モルタルに関する試験（温度、流動性試験、ブリージング率、膨張

率試験及び強度試験）
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（２）プレパックドコンクリートの圧縮強度試験

２．受注者は、施工中の流動性試験を 20バッチに１回以上の頻度で行うもの

とする。また、その他注入モルタルに関する管理試験（温度、ブリージング

率、膨張率試験及び強度試験）及びプレパックドコンクリートの圧縮強度試

験は、設計図書の定めによるものとする。




